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議案第 １ 号 

 

 

令 和 ６ 年 度 滝 沢 市 一 般 会 計 予 算 

 

 

 令和６年度滝沢市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,500,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 212条第１項の規定による継続費の経費の総額及

び年割額は、「第２表継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第 214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び

限度額は、「第３表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第 230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000

千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

 

 

 

 

 

   令和６年２月２２日提出 

 

                         滝沢市長 武田 哲      
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（単位　千円）

款 年　 度 年　割　額

令和6年度 127,928

令和7年度 527,808

（単位　千円）

岩手県信用保証協会の定める保
証料の額

各融資の残高に対し年 2.0％以
内で計算した額

第２表　継　続　費

第３表　債務負担行為

事 項

中小企業振興資金の融資に伴う利子補給について
の債務負担

中小企業振興資金及び岩手県小口事業資金融資に
係る保証料補給についての債務負担

款 事　業　名

自 令 和 6 年 度

総 　額

水田農業対策事業 655,736

水洗便所改造資金融資額に係る
損失額

至 令 和 11 年 度

ＩＧＲ滝沢駅自転車駐輪場及び歩行者用通路土地
賃借料の支払に必要とする経費についての債務負
担

水洗便所改造資金の金融機関融資に係る損失補償
額についての債務負担

水洗便所改造資金借受者に対する利子補給につい
ての債務負担

期 間 限 度 額

243

自 令 和 6 年 度 融資期間において融資した元本
について期間融資残高に対し、
年 5.0％以内で計算した額至 令 和 11 年 度

自 令 和 6 年 度

至 令 和 8 年 度

6 農林水産業費 1 農業費

以 降 当 分 の 間

自 令 和 6 年 度

以 降 当 分 の 間

自 令 和 6 年 度

滝沢市一般会計
－ 8 －



（単位　千円）

道 路 整 備 事 業

計

農 林 業 施 設 整 備 事 業 20,000

634,797

265,500

消 防 施 設 整 備 事 業 25,900

学 校 整 備 事 業

河 川 整 備 事 業 100,200

公 園 施 設 整 備 事 業 18,000

第４表　地方債

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率

児童福祉施設整備事業 4,800

県 営 農 村 災 害
対 策 整 備 事 業

21,000

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
るものによる。ただし、市財
政の都合により据置期間及び
償還期間を変更し、又は繰上
償還もしくは借換えすること
ができる。

年 3.5％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

普通貸借又は
証券発行

臨 時 財 政 対 策 債 69,597

庁 舎 等 改 修 事 業 77,500

公 用 車 整 備 事 業 2,700

22,500

企業集積施設改修事業 7,100

－ 9 －
滝沢市一般会計



（白紙） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝 沢 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 
 

  



 



議案第 ２ 号 

 

 

令和６年度滝沢市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 令和６年度滝沢市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,450,543千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 235条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は、100,000 千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第 220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和６年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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442,715

別会計

－ 12 －

第

1 国民

１

健康保険税 775,2

表

11 803,596 △



　

管理費 29,941 6

　

5,779 △35,8

出

38

2

（

徴収費 6,530 6,

単

202 328

位

3 運営協議会費

　

230 230 0

千

2 保険給付費

円

3,221,588 3

）

,600,879 △3

款

79,291

項

1 療養諸費 2,

本

737,662 3,1

年

44,961 △407

度

,299

予

2 高額療養費 470

算

,350 440,35

額

2 29,998

前

3 移送費 10

年

10 0

度

4 出産育児諸費 11,

予

006 12,506 △

算

1,500

額

5 葬祭諸費 2,5

比

50 2,250 300

較

6 傷病

増

手当金 10 800 △7

減

90

国

(

民健康保険事業費納
3

△

1,077,852 1

)

,118,164 △4

滝

0,312
付金

沢

1 医療給付費

市

分 695,724 72

国

7,736 △32,0

民

12

2

健

後期高齢者支援金等分

康

291,660 296

保

,553 △4,893

険

3 介護

特

納付金分 90,468

別

93,875 △3,4

会

07

4

計

保健事業費 79,90

－

8 67,709 12,

 

199

1

1 保健事業費 15,5

3

12 14,890 62

 

2

2 特

－

定健康診査等事業費 64,396 52,819 11,577

5 基金積立金 1 1 0

1 基金積立金 1 1 0

6 公債費 10 10 0

1

1 公債費 10 10

総

0

7 諸

務

支出金 4,483 4,

歳

費

283 200

3

1 償還金及び還

6

付加算金 4,482 4

,

,282 200

701 72,

　

211 △35,510

　

1 総務



　

1 予備費 30,000

千

30,000 0

円

(共同事業拠

）

出金) - 1 △1

款

(共同事業拠

項

出金) - 1 △1

本

歳　　　出　

年

　　合　　　計 4,4

度

50,543 4,89

予

3,258 △442,

算

715

額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市国民健康保険特別会計

－ 14 －

2 繰出金 1 1 0

（

8 予備費

単

30,000 30,0

位

00 0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝 沢 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 
 

  



 



議案第 ３ 号 

 

 

令和６年度滝沢市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 令和６年度滝沢市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 579,928千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和６年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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161 54,550

歳

1 後期高

入

齢者医療保険料 436

歳

,711 382,16

出

1 54,550

予

2 使用料及び

算

手数料 61 61 0

歳

1 手数料 6

　

1 61 0

　

3 繰入金 141,9

　

89 124,227 1

　

7,762

入

1 一般会計繰入金

（

141,989 124

単

,227 17,762

位

4 繰越

　

金 1 1 0

千

1 繰越金 1 1 0

円

5 諸収入 1

）

,166 1,037 1

款

29

延

項

滞金、加算金及び過
1

本

30 30 0
料

年

2 償還金及び還

度

付加算金 1,135 1

予

,006 129

算

3 雑入 1 1 0

額

歳　　

前

　入　　　合　　　計

年

579,928 507

度

,487 72,441

予算額 比較増減(△)

滝沢市後期高齢者医療特別会計

－ 16 

第

－

1 後

１

期高齢者医療保険料 4

表

36,711 382,



　

12,604 11,8

　

74 730

出

後期高齢者医療広

（

域連
2 566,893

単

495,182 71,

位

711
合納付金

　

後期高齢者医

千

療広域連
1 566,8

円

93 495,182 7

）

1,711
合納付金

款

3 諸支出

項

金 431 431 0

本

1 償還金及

年

び還付加算金 430 4

度

30 0

予

2 繰出金 1 1 0

算

歳　　　出　

額

　　合　　　計 579

前

,928 507,48

年

7 72,441

度予算額 比較増減(△)

滝沢市後期高齢者医療特別会計

－ 17 －

1 総

歳

務費 12,604 11

　

,874 730

　

1 総務管理費



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

滝 沢 市 介 護 保 険 特 別 会 計 
 

 

  



 



議案第 ４ 号 

 

 

令和６年度滝沢市介護保険特別会計予算 

 

 

 令和６年度滝沢市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4,414,945 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214条の規定により債務を負担する行為をするこ

とができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （一時借入金） 

第３条 地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000 千

円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 (2) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和６年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      
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150

歳

1 介護保険料 1,10

入

5,238 1,028

歳

,088 77,150

出

2 分担

予

金及び負担金 3,27

算

2 3,648 △376

歳

1 負担

　

金 3,272 3,64

　

8 △376

　

3 使用料及び手数

　

料 131 131 0

入

1 手数料 1

（

31 131 0

単

4 国庫支出金 8

位

16,891 762,

　

096 54,795

千

1 国庫負

円

担金 735,045 6

）

92,450 42,5

款

95

2

項

国庫補助金 81,84

本

6 69,646 12,

年

200

度

5 支払基金交付金 1,

予

134,268 1,0

算

75,646 58,6

額

22

1

前

支払基金交付金 1,1

年

34,268 1,07

度

5,646 58,62

予

2

6 県

算

支出金 629,446

額

596,148 33,

比

298

較

1 県負担金 592,5

増

90 564,791 2

減

7,799

(

2 県補助金 36,

△

856 31,357 5

)

,499

滝

7 財産収入 1 1 0

沢

1 財産運

市

用収入 1 1 0

介

8 繰入金 725

護

,634 729,74

保

4 △4,110

険

1 一般会計繰

特

入金 685,321 6

別

87,374 △2,0

会

53

2

計

基金繰入金 40,31

－

3 42,370 △2,

 

057

2

9 繰越金 1 1 0

0

1 繰越金 1 1

 

0

10

－

諸収入 63 63 0

延滞金、加算金及び過
1 50 50

第

0
料

2 預金利子 1 1 0

1 保険料 1

１

,105,238 1,

表

028,088 77,



　

95,566 219,

千

379

円）

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険特別会計

－ 21 －

3 雑入 12 12 0

（

歳　　　入

単

　　　合　　　計 4,

位

414,945 4,1



　

理費 15,429 53

　

,823 △38,39

出

4

2 徴

（

収費 11,259 10

単
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位

3 介護認定審
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千

9,114 11,71

円

6

4 趣

）
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款

0

2 保

項
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本
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年
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度

1 介護サ

予
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算

,237 3,570,

額

527 168,710

前

2 介護

年
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度
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予
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算

3 その他諸費

額
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比
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較

4 高額介護サービス

増
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減
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(

特定入所

△

者介護サ－ビ
5 120

)

,317 102,37

滝
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ス等費

沢

高額医

市

療合算介護サー
6 10

介

,182 10,842

護

△660
ビス費

保

3 地域支援事

険

業費 251,374 2

特

22,888 28,4

別
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介

会

護予防・生活支援サ
1

計

123,384 120

－
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ー

 

ビス事業費

2

包括的支援事業・

2

任意
2 127,689

 

102,385 25,

－

304
事業費

3 その他諸費 301 288 13

4 基金積立金 1 1 0

1 基金積立金 1 1 0

5 公債費 1 1 0

1

1 公債費 1 1 0

総

6 諸支出金 7

務

54 704 50

費

1 償還金及び

7

還付加算金 753 70

歳

7

3 50

,

2 繰出金 1 1 0

7

歳　　　出　

8

　　合　　　計 4,4

2

14,945 4,19

1

5,566 219,3

0

79

3,5

　

34 △25,752

　

1 総務管



第２表　債務負担行為

（単位　千円）

事 項 期 間 限 度 額

滝沢市地域包括支援センター運営業務の委託料
の支払に必要とする経費についての債務負担（
北部圏域）

自 令 和 6 年 度
84,000

至 令 和 8 年 度

－ 23 －
滝沢市介護保険特別会計



（白紙） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

滝 沢 市 介 護 保 険 介 護 

サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計 
 

 

 



 



議案第 ５ 号 

 

 

   令和６年度滝沢市介護保険介護サービス事業 
   特別会計予算 
 

 

 令和６年度滝沢市の介護保険介護サービス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,083千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   令和６年２月２２日提出 

 

                           滝沢市長 武田 哲      

 

 

 

 

－ 25 － 
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歳

1 予防給付費収

入

入 3,178 8,35

歳
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出

2 繰入金 2,

予
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算
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1 一

歳

般会計繰入金 2,90
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3 繰越金

　

1 1 0

　

1 繰越金 1 1 0

入

4 諸収入 2 2

（

0

1 預

単

金利子 1 1 0

位

2 雑入 1 1 0

　

歳　　　

千

入　　　合　　　計 6

円

,083 8,499 △

）

2,416

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険介護サービス事業特別会計

第

－ 26 －

１

1 サービス収入

表

3,178 8,358



　

1 介護予防支援事業費

　

6,082 8,498

出

△2,416

（

2 諸支出金 1 1

単

0

1 繰

位

出金 1 1 0

　

歳　　　出　　　

千
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円
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）

6

款 項 本年度予算額 前年度予算額 比較増減(△)

滝沢市介護保険介護サービス事業特別会計

－ 27 －

歳

1 事業費 6,0

　

82 8,498 △2,

　

416


